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＜開催情報＞

日 時 2022年９月21日（水曜日）午前10時

場 所 東京都千代田区大手町二丁目２番１号
当社本社　（新大手町ビル８階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

第112回
定時株主総会継続会開催ご通知

証券コード　8070

＜新型コロナウイルスに関するお知らせ＞
近時、新型コロナウイルス感染拡大が懸念さ
れております。
本継続会は会場において感染症拡大防止対策
を行ったうえで、開催させていただきますが、
株主様におかれましては感染状況も踏まえて、
ご来場について慎重にご検討くださいますよ
うお願い申し上げます。

●計算書類･･･････････････････････････････ 27
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証券コード 8070
2022 年 ９ 月 ６日

株 主 各 位
東京都千代田区大手町二丁目２番１号

東 京 産 業 株 式 会 社
取締役社長 蒲 原 稔

第112回定時株主総会継続会開催ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、当社第112回定時株主総会継続会を下記により開催いたしますので、ご通知申

し上げます。
本継続会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のために適切な感染防止対策を行った

うえで、開催させていただくことといたしましたのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、本継続会は、2022年６月29日開催の第112回定時株主総会の一部となりますので、本継続

会にご出席いただける株主様は第112回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一とな
ります。

敬 具
記

１．日 時 2022年９月21日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区大手町二丁目２番１号

当社本社（新大手町ビル８階）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第112期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告および

連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

２．第112期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件

以 上

2022年08月22日 17時04分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

― 2 ―

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ですが同封の第112回定時株主総会継続会出席票を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。
なお、本継続会は会場において新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じておりますが、株主

様におかれましては感染状況も踏まえて、ご来場について慎重にご検討くださいますようお願い申し
上げます。
また、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」を、法令および定款第16条

の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tscom.co.jp/ir/meeting/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
本開催ご通知の添付書類である事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tscom.co.jp/ir/meeting/）に掲載させていただ
きます。

〈株主様へのお願い〉
・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、マスク
の持参・着用をお願い申し上げます。マスクを持参・着用しない株主様は入場をお断りする場合がご
ざいます。
・会場入口付近で体調の確認をさせていただき、体調不良と思われる方は、入場をお断りする場合が
ございます。
・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえ、マスク着用で応対させていただきま
す。
・会場の座席は、間隔を十分に広げて着席いただくようご案内するため、ご用意できる席数が限られ
ております。そのため当日ご来場いただいても、ご入場をお断りする場合がございます。
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がござい
ます。インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tscom.co.jp/）より、発信情報をご確
認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。
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第112回定時株主総会の継続会の開催について

当社は2022年５月13日付「特別損失の発生に関するお知らせ」および2022年５月26日付「特別
調査委員会設置に関するお知らせ」にて開示しております通り、当社の一部取引において不適切な売
上処理が行われていることが判明したため、特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。
このため、決算関連手続きの完了に時間を要する状況となり、2022年６月29日に開催した第112

回定時株主総会（以下「本総会」という。）において報告事項「第112期（2021年４月１日から
2022年３月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件」および「第112期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算
書類報告の件」（以下「本報告事項」という）の報告について、本総会の継続会（以下「本継続会」
という。）を開催し、本継続会でご報告することについて、株主様からのご承認をいただきました。
なお、調査結果につきましては、2022年７月28日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関する

お知らせ」にて開示しております通りであります。本調査結果を受け、当社は2022年７月29日付
「2022年３月期有価証券報告書および過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出、並びに2022
年３月期決算短信の訂正に関するお知らせ」および同「「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関
するお知らせ」にて開示しております通り、2022年３月期有価証券報告書および過年度の有価証券
報告書等の訂正報告書の提出、並びに2022年３月期決算短信の訂正および過年度の内部統制報告書
の訂正報告書の提出を行うとともに、第112期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の決
算関連手続きを進めることが可能となりました。
ついては、本継続会を開催し、本報告事項の報告を行うため、本継続会の開催をご通知をさせてい

ただくこととなりました。本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける
株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。
また当社は、特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再

発防止策を策定し、取り組んでまいります。
株主の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
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（添付書類）

事 業 報 告
（ 2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１ 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過および成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施が長期間

に亘り継続したことにより、国内消費は大きく停滞しました。年度末には重点措置の解除やワク
チン接種率の上昇によって、緩やかながら回復傾向が見られましたが、米国の金利上昇に伴う円
安やウクライナ情勢の緊迫化による物価上昇などから、景気の先行きは極めて厳しい状況となり
ました。
このようななか、当連結会計年度における売上高は、588億72百万円（前連結会計年度は

1,130億30百万円）となり、収益認識会計基準等の適用により、売上高は547億55百万円減少
しております。売上総利益は80億99百万円（前期比4.9％増）、営業利益24億34百万円（前期比
28.4％増）、経常利益26億25百万円（前期比21.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
12億19百万円（前期比33.5％減）となりました。
なお、（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項に記載のとおり、特定の従業員が取引

先複数社との間において実態が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明し、過
年度に遡り訂正しております。前期比較を実施している前連結会計年度の数値は、当該訂正によ
る遡及処理後の数値であります。
また、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認

識会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。この結果、当連結会
計年度における売上高は、前連結会計年度と比較して大きく減少しており、以下の経営成績に関
する説明の売上高については、増減額および前期比（％）を記載せずに説明しております。
当連結会計年度の連結売上高を収益認識会計基準等の適用前後で比較しますと、次のとおりに

なります。
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連結売上高

2022年３月期（適用前） 113,628百万円

2022年３月期（適用後） 58,872百万円

売上高のセグメント別構成は、電力事業14.5％、環境・化学・機械事業78.6％、生活産業事
業6.9％となりました。
なお、前連結会計年度において「その他」に含まれていた不動産賃貸事業は、不動産の売却に

伴い、当連結会計年度より「その他」の区分を廃止しております。

（セグメント別の状況）
電力事業
売上高は85億17百万円（前連結会計年度は644億80百万円）となり、収益認識会計基準等の

適用により、売上高は494億３百万円減少しております。また、大口の発電所向け案件の引渡し
が堅調に推移し、セグメント利益は12億39百万円と、前連結会計年度に比べ４億94百万円の増
加となりました。

環境・化学・機械事業
売上高は462億94百万円（前連結会計年度は429億円）となり、収益認識会計基準等の適用に

より、売上高は50億３百万円減少しております。また、大口太陽光EPC案件の引渡しや自社所有
設備での売電事業は堅調に推移したため、セグメント利益は12億44百万円と、前連結会計年度
に比べ２億13百万円の増加となりました。

生活産業事業
売上高は40億60百万円（前連結会計年度は55億54百万円）となり、収益認識会計基準等の適

用により、売上高は３億48百万円減少しております。また、感染症拡大防止に伴う外出自粛やレ
ジ袋有料化による包装資材の需要減少を受け、セグメント損失は49百万円と、前連結会計年度の
セグメント利益75百万円に比べ１億24百万円の減少となりました。
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セグメント別売上高とその構成比は次のとおりです。

セ グ メ ン ト 別

2020年度
第111期

2021年度
第112期（当連結会計年度）

（適用前） （適用後）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

電 力 事 業 64,480 57.0 57,921 51.0 8,517 14.5

環境・化学・機械事業 42,900 38.0 51,297 45.1 46,294 78.6

生 活 産 業 事 業 5,554 4.9 4,409 3.9 4,060 6.9

そ の 他 94 0.1 - - - -

合 計 113,030 100.0 113,628 100.0 58,872 100.0
（注）１．収益認識会計基準等を当連結会計年度の期首から適用しております。この結果、当連結会計年度にお

ける売上高は、前連結会計年度と比較して大きく減少しております。したがって、前連結会計年度と
の比較は行っておりません。参考まで当連結会計年度の連結売上高を収益認識会計基準等の適用前と
した数値も記載しております。

２．前連結会計年度において「その他」に含まれていた不動産賃貸事業は、不動産の売却に伴い、当連結
会計年度より「その他」の区分を廃止しております。

３．第111期については、2022年７月29日に関東財務局へ提出している有価証券報告書の訂正報告書に
おける過年度の決算訂正を反映した数値を記載しております。

② 設備投資の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は、10億65百万円であります。主な内容は、太

陽光発電用資産であります。

③ 資金調達の状況
記載すべき事項はありません。
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⑵ 財産および損益の状況

区 分 2018年度
第109期

2019年度
第110期

2020年度
第111期

2021年度
第112期(当連結会計年度)

売 上 高 （百万円） 124,954 97,905 113,030 58,872

経 常 利 益 （百万円） 2,540 2,946 2,163 2,625

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 1,378 2,073 1,833 1,219

１株当たり当期純利益 （円） 51.24 77.04 67.76 45.69

総 資 産 （百万円） 75,237 71,783 75,775 88,261

純 資 産 （百万円） 23,631 24,275 26,968 26,868

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 878.34 901.71 988.14 1,036.14
（注）１．収益認識会計基準等を当連結会計年度の期首から適用しております。この結果、当連結会計年度にお

ける売上高は、前連結会計年度と比較して大きく減少しております。
２．第111期以前の状況については、2022年７月29日に関東財務局へ提出している有価証券報告書の訂

正報告書における過年度の決算訂正を反映した数値を記載しております。

⑶ 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係
該当する事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資本金（百万円） 出資比率（％） 主要な事業内容

（連 結 子 会 社）

菱東貿易（上海）有限公司 12 百 万 人 民 元 100.0 環境・化学・機械事業

TOKYO SANGYO EUROPE GmbH 50 万 ユ ー ロ 100.0 環境・化学・機械事業

開 発 65 号 匿 名 組 合 1,620 100.0 環境・化学・機械事業
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⑷ 対処すべき課題
（電力事業）
当社グループの事業の中心である電力業界は、国際的な脱石炭・脱CO２の流れに沿い、火力
発電の高効率化など低炭素化と電力の安定供給に総力を挙げて対応してまいります。加えて、
政府の電源構成計画や2050年カーボンニュートラル宣言を踏まえ、バイオマス等再生可能エ
ネルギー分野への展開を積極的に進め、新たな収益の柱として引き続き注力してまいります。
（環境・化学・機械事業）
環境分野への取り組みの一環として、自社売電・発電所建設工事請負、またFIT後に向けた発
電所の保守メンテナンスやPPAをはじめとした取引先への再エネ活用提案など、太陽光発電関
連ビジネスを積極的に推進します。また、化学業界や自動車業界をはじめとした製造業のユー
ザーに対し、労働人口の減少やコロナ禍の影響で高まっている省人化やDXに関連するニーズ
の取り込みに努めてまいります。加えて、中国、アセアン地域、北中米、欧州といった海外拠
点を積極的に活用し、国内外における生産拠点設立・設備投資の需要に応えてまいります。
（生活産業事業）
植物由来ポリエチレンを含有した包装資材などの環境にやさしい原料を用いた商品のラインナ
ップ強化および節水型トイレ自動流水器の拡販等、SDGsの達成を意識した活動に取り組んで
まいります。
上記事業と並行して、企業買収による商圏や取扱商品の拡大等、今までの事業領域にとらわれ
ない新規事業を開拓してまいります。
（財務上の対処すべき課題）
各事業の持続的な成長と競争力強化には株主資本の有効活用等資本効率の向上が不可欠であ
り、2020年４月よりスタートした中期経営計画において設定した資本効率の目標値達成に向
けて取り組んでまいります。
これらの課題につきましては、中期経営計画を推進するプロセスにおいて対処してまいりま

す。

⑸ 主要な事業内容
当社グループは、当社、子会社16社、関連会社４社で構成されており、電力事業、環境・化

学・機械事業、生活産業事業に分かれ、国内および海外における各種機械・プラント・資材・工
具・薬品等の販売、メンテナンス、サービス等を展開しております。
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⑹ 主要な営業所
営 業 所 名 所 在 地 営 業 所 名 所 在 地

本 社 東 京 都 千 代 田 区 福 島 支 店 郡 山 市

東 北 支 店 仙 台 市 青 葉 区 西 日 本 支 店 北 九 州 市 小 倉 北 区

東 海 支 店 名 古 屋 市 中 村 区 長 崎 支 店 長 崎 市

関 西 支 店 神 戸 市 中 央 区 台 北 支 店 台 北 市

札 幌 支 店 札 幌 市 中 央 区

⑺ 従業員の状況
①企業集団の従業員数

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

350名 17名増

（注）従業員数は就業員数であります。
②当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
312名 18名増 43.8歳 14.5年

（注）従業員数は就業員数であります。

⑻ 主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 7,849百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,677百万円

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 2,534百万円
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⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、2021年10月１日をもって連結子会社である株式会社KDIグローバルマネジメントお

よびその完全子会社であるキクデンインターナショナル株式会社を吸収合併いたしました。
また、当社の完全子会社であるTOKYO SANGYO EUROPE GmbHは重要性が増したことか

ら、第２四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めております。
なお、当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実態に疑

義のある売上が存在するとの指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の
従業員が取引先複数社との間において実態が伴わない循環取引または架空取引を行っていたこと
が判明いたしました。
これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があ

るとの判断に至り、2022年５月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日
より特別調査委員会による調査が開始されました。
特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部について

は、契約書や納品書といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われていま
したが、証憑は巧妙に偽造されるなど、実態のない循環取引または架空取引であった事実が判明
しました。
上記のことから、実在性を確認できない取引について、当連結会計年度に一旦計上した売上高

11億６千６百万円、売上原価10億９千３百万円を取り消すとともに、当該不正事案により生じ
た損失８億８百万円を不正関連損失として特別損失に計上しております。当社は、特別調査委員
会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を策定し、取り
組んでまいります。
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２ 株式の状況
① 発行可能株式総数 64,000,000株
② 発行済株式の総数 28,678,486株
③ 株主数 6,180名
④ 大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

三 菱 重 工 業 株 式 会 社 3,913千株 14.8％
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL 2,299千株 8.7％
光 通 信 株 式 会 社 2,072千株 7.8％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 2,048千株 7.7％
株 式 会 社 UH Partners 2 1,967千株 7.4％
株式会社日本カストディ銀行 (信託口 ) 1,595千株 6.0％
三 菱 電 機 株 式 会 社 1,026千株 3.8％
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 500千株 1.9％
株 式 会 社 東 京 エ ネ シ ス 461千株 1.7％
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 412千株 1.5％
（注）１．当社は、自己株式2,332,638株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。なお、自

己株式（2,332,638株）には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が
所有する163,280株、および日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口）が所有
する251,200株を含んでおりません。

２．持株比率は自己株式（2,332,638株）を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社が取締役に当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数
取 締 役（監査等委員である
取 締 役 お よ び 社 外 取 締 役 を 除 く。） - 株 - 名

社 外 取 締 役
（監査等委員である取締役を除く。） - 株 - 名

監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 - 株 - 名
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３ 会社役員の状況
⑴ 取締役の状況等
① 取締役の状況（2022年３月31日現在）
地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 蒲 原 稔 社長執行役員

取 締 役 里 見 利 夫 相談役

取 締 役 大 川 原 正 樹 常務執行役員 営業第一本部長
兼 東海支店長

取 締 役 西 並 眞 吾 常務執行役員 営業第二本部長

取 締 役 島 田 哲 三 執行役員 関西支店長
菱東貿易(上海)有限公司 董事長

取 締 役 中 村 直
慶應義塾大学 訪問教授
一般社団法人日本燃焼学会 監事
JFEエンジニアリング株式会社 理事

取締役(常勤監査等委員) 須 藤 隆 志

取締役(監査等委員) 小 出 豊 小出公認会計士事務所 代表
株式会社SHOEI 社外監査役

取締役(監査等委員) 福 崎 聖 子 福崎法律事務所 弁護士
（注）１．取締役中村直氏、監査等委員である取締役小出豊氏および福崎聖子氏は、会社法第２条第15号に定め

る社外取締役であります。
２．当社は取締役中村直氏、監査等委員である取締役小出豊氏および福崎聖子氏を東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として届け出ております。

３．監査等委員である取締役小出豊氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計
に関する相当程度の知見を有しております。

４．監査等委員である取締役福崎聖子氏は、弁護士の資格を有しております。
５．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機

能を強化するために、須藤隆志氏を常勤の監査等委員として選定しております。
６．当社は業務執行を行わない取締役全員と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としております。

７．当社は取締役および執行役員の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を
含みます。）に起因して生ずることのある争訟費用と損害賠償金について填補されます。保険料は全
額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損
害等は填補の対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講
じております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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⑵ 取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めておりま
す。また当該方針は指名・報酬委員会で審議し、取締役会で決定しております。
１．基本方針
当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）、監査等委員である取締役の報酬等の決定
に当たっては、その役割や責任に応じた報酬体系とし、公正かつ透明性を確保します。

２．報酬体系
(1)取締役（監査等委員であるものを除く。）
取締役(監査等委員であるものを除く。）の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成さ
れ、株主総会で承認された報酬額の範囲内で支給を行います。報酬等の額に対する割合
は、任意の委員会である「指名・報酬委員会」で審議し、取締役会で決定します。
（基本報酬）
基本報酬は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の職責に対する報酬として役位
に応じた固定額とし、年12回分割での支給とします。

(賞与）
賞与は、各取締役（監査等委員であるものを除く。）の当該事業年度に対する業績、貢
献度などを勘案することを基本とします。なお、賞与の支給は年１回定時株主総会後に
行います。

（株式報酬）
株式報酬は、株主総会で承認された内容に基づいた「役員報酬BIP信託」の仕組みを利
用し、中長期的な業績目標に対する達成度に応じて、退任時に当社株式の交付等を行い
ます。

(2)社外取締役
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの
観点から、固定額である基本報酬のみとし、年12回分割での支給とします。

(3)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その役割に基づき固定額である基本報酬のみとし、
株主総会で承認された報酬枠の範囲内にて、監査等委員である取締役の協議により決定
します。

３．手続き
取締役の報酬は株主総会で承認された報酬額の範囲内で、社外役員を過半数とする指名・
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報酬委員会への諮問・答申を経て取締役会にて決定します。なお、取締役（監査等委員で
あるものを除く。）の個人別の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の権限を
有する者は代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職
責、役位、各期の業績、貢献度などを勘案して決定する権限を有しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、監査等委員
の協議に基づき決定します。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2017年６月

29日開催の第107回定時株主総会において、年額３億円以内（ただし、使用人分給与を含ま
ない。）と決議されております。当該決議日における取締役（監査等委員を除く。）の員数は
５名です。2020年６月26日開催の第110回定時株主総会において、上記とは別枠で、取締
役（監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。）ならびに当社と委任契約を締結してい
る執行役員および同等の地位を有する者を対象とする株式報酬制度について、当社の中期経
営計画に対応する事業年度を対象期間として当社が拠出する金員を中期経営計画の対象事業
年度数に30百万円を乗じた額を上限に、対象者に対し１年あたり55,000ポイント（１ポイ
ントは１株相当）以内で支給することを決議しております。当該決議にあたっては、2020年
４月27日開催の指名・報酬委員会において、株主総会に上程する議案の内容について、審議
のうえ承認し、取締役会に答申しております。なお、当該決議日における本制度の対象とな
る取締役等の員数は、取締役の員数は５名、執行役員および同等の地位を有する者の員数は
７名です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年６月29日開催の第107回定時株

主総会において、年額70百万円以内と決議されております。当該決議日における監査等委員
である取締役の員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の権限を有する者は代表

取締役社長執行役員蒲原稔であり、その権限の内容および裁量の範囲は、株主総会で決議さ
れた報酬総額の範囲内において、職責、役位、各期の業績、貢献度などを勘案して決定する
権限を有しております。代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を勘案し、各取締役
の職責評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当社では
取締役会の諮問機関である任意の委員会である指名・報酬委員会を2019年８月１日に設置し
ており、2020年１月31日開催の指名・報酬委員会において取締役（監査等委員であるもの
を除く。）および執行役員の報酬支給方針について審議し、①支給割合は基本報酬70％、賞
与25％、業績連動型株式報酬５％をベースとし、基本報酬は定額とする②賞与は経常利益の
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２％を目途とし、総額１億円を上限とする、報酬支給方針を承認し、取締役会に答申してお
ります。2022年１月31日開催の指名・報酬委員会では、2022年４月から2023年３月まで
の取締役（監査等委員であるものを除く。）および執行役員の役位別の報酬案が当該支給方針
に準じているか審議のうえ承認し、取締役会に答申しております。指名・報酬委員会におい
て当該審議を経ていることから、取締役会は個人別の報酬等の内容が、当社の役員の報酬等
の額又はその算定方法の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。

④ 業績連動報酬等および非金銭報酬等に関する事項
監査等委員および社外取締役を除く取締役に対する賞与については、株主総会の決議によ

り決定した報酬総額の限度額の範囲内で、取締役会において当該事業年度の業績、貢献度な
どを勘案し当該賞与の総額を決定し、個別の額については代表取締役が取締役会からの委任
を受けて決定します。
業績連動型株式報酬に係る指標は、事業年度ごとの期初に設定した当社の営業利益目標に

対する業績達成度を用いております。当該指標を選択した理由は取締役等を対象に、当社の
中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としているためであり
ます。なお、当事業年度における営業利益目標は25億円であり、営業利益の実績は22億99
百万円であります。また、当該株式報酬の交付状況は２.株式の状況に記載のとおりです。
業績連動型株式報酬の額の決定方法は役位毎に定められた基準ポイントに、評価対象事業

年度に係る業績達成度に応じて決定される業績連動係数を乗じて行われます。役位毎に定め
られた基準ポイントおよび業績連動係数は以下のとおりです。

役位別基準ポイント
役位 基準ポイント

取締役会長 6,000
取締役社長 6,000

取締役 副社長執行役員 5,000
取締役 専務執行役員 5,000
取締役 常務執行役員 4,000
取締役 上席執行役員 3,700
取締役 執行役員 3,500
常務執行役員 3,500
上席執行役員 3,000
執行役員 2,500
特別理事 2,500
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業績連動係数
業績達成率 業績連動係数

100％超 1.0

90％超～100％以下 0.9

80％超～90％以下 0.8

70％超～80％以下 0.7

65％超～70％以下 0.3

65％以下 0
※業績達成率（％）＝（評価対象事業年度の単体営業利益）÷（評価対象事業年度期初の単体営業利益の目標値）× 100

⑤ 取締役の個人別報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 賞与 退職慰労金 業績連動型
株式報酬

取締役（監査等委員であるものを除く。）
（うち社外取締役）

215百万円
（10百万円）

158百万円
（10百万円）

50百万円
（ - 百万円）

- 百万円
（ - 百万円）

７百万円
（ - 百万円）

７名
（１名）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

38百万円
（16百万円）

38百万円
（16百万円）

- 百万円
（ - 百万円）

- 百万円
（ - 百万円）

- 百万円
（ - 百万円）

３名
（２名）

合 計
（うち社外取締役）

254百万円
（27百万円）

196百万円
（27百万円）

50百万円
（ - 百万円）

- 百万円
（ - 百万円）

７百万円
（ - 百万円）

10名
（３名）

（注）１．上記には2021年６月29日開催の第111回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含ん
でおります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．報酬の額には、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与50百万円（取締役５名）および
当期中に役員株式給付引当金として費用処理した株式報酬７百万円が含まれております。
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(3) 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
・取締役中村直氏は、慶應義塾大学訪問教授、一般社団法人日本燃焼学会監事ならびにJFE
エンジニアリング株式会社理事であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありま
せん。

・監査等委員である取締役小出豊氏は、小出公認会計士事務所代表ならびに株式会社SHOEI
の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・監査等委員である取締役福崎聖子氏は、福崎法律事務所の弁護士であります。当社と同事
務所との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 中 村 直

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、学識経
験者としての高い見識と、環境・エネルギー分野における専門
的な視点から、適宜発言を行うことで当社の業務執行に対する
監督、助言の役割を果たしていただいております。
また、指名・報酬委員会委員として、委員会２回の全てに出席
し、客観的・独立的な立場から当社の役員選任・選定および報
酬制度に関する事項についての審議を行っております。

取 締 役
（監 査 等 委 員） 小 出 豊

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、公認会
計士および税理士としての専門的知見に基づき、適宜発言を行
うことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役
割を果たしていただいております。
また、当事業年度に開催された監査等委員会15回の全てに出席
し、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき適宜
発言を行っています。
さらに、指名・報酬委員会委員として、委員会２回の全てに出
席し、客観的・独立的な立場から当社の役員選任・選定および
報酬制度に関する事項についての審議を行っております。

取 締 役
（監 査 等 委 員） 福 崎 聖 子

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席し、弁護士
としての専門的知見に基づき、適宜発言を行うことで、取締役
会の意思決定における妥当性・適法性の確保と監督機能の実効
性強化の役割を果たしていただいております。
また、当事業年度に開催された監査等委員会15回の全てに出席
し、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき適宜
発言を行っています。
さらに、指名・報酬委員会委員として、委員会２回の全てに出
席し、客観的・独立的な立場から当社の役員選任・選定および
報酬制度に関する事項についての審議を行っております。
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ハ．当社の不祥事等に関する対応の概要
・当社は2022年５月に当社の一部取引において不適切な売上処理が行われていることが判
明したことを公表しております。社外取締役中村直氏、監査等委員である社外取締役小出
豊氏および福崎聖子氏は、当該事実について社内報告を受けるまで、当該事実を認識して
おりませんでしたが、日頃から取締役会において法令遵守の視点に立った発言を行ってお
りました。また、当該事実の判明後は、事実経緯の正確な把握と報告を求めるなど、その
職責を適切に果たしております。なお、監査等委員である社外取締役福崎聖子氏は当該事
実経緯の正確な把握と再発防止に向けた対策を検討するための、特別調査委員会の委員に
就任し再発防止策の提言等について意見表明を行いました。
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４ 会計監査人の状況
① 名 称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 44百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 44百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記
載しております。

２．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監
査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年
度の監査時間および報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会
社法第399条第１項の同意を行っております。

３．上記の報酬等の額および金銭その他の財産上の利益の合計額には、当社が会計監査人に委託した非監
査業務（コンフォートレター：監査人からの引受事務幹事会社への書簡の作成業務）に係る報酬が２
百万円含まれております。

③ 連結子会社の監査に関する事項
当社の重要な子会社のうち、菱東貿易（上海）有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人

による監査を受けております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において

会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。
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５ 業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社

の業務の適正を確保するための体制として「内部統制システム整備の基本方針」を次のとおり取締
役会において決議しております。
① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員一人一人が、法令の遵守は当然のこととして、社会の構成員として求められる

倫理観、価値観に基づいた誠実な行動により、公正かつ適切な経営の実現そして市民社会との調
和を図ります。
また、その徹底を図るため、「企業理念」「役職員行動規範」等、コンプライアンス体制に係る

規定を整備し、総務人事部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、
その教育等を行い役職員への徹底を図ります。
内部監査部門は、総務人事部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、コンプライアン

ス体制の整備および実現に努めます。
さらに、「公益通報者保護法」に則り、コンプライアンスに関する相談・通報のホットライン

体制を設け、役職員が社内において法令上疑義のある行為等について直接通報を行う手段を確保
します。
この場合、会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないこととします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）、その他の重要な情報を「文書取

扱規定」、「文書保存規定」に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理します。
取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社は、コンプライアンス、環境、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクに

ついては、コンプライアンス委員会のもとにコンプライアンス協議会、安全保障貿易管理委員会
を設置し、「役職員行動規範」をもとに企業の社会的責任を果たし、社会的信用を確保するため
健全な経営の実現を阻害する要因の未然防止に努めます。
災害等の緊急事態が発生した場合には、社長指揮下の災害対策本部を設け迅速な対応を行いま

す。
また、取引上の与信については「商品取引規定」を設け、段階的な裁量区分を明確化し、経理

部が運用管理を行います。
万一の事態発生に際しては、関係者への影響を小さくするよう努力を行い、再発防止に努めま

す。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行に関しては、「取締役会規則」に基づき取締役会を原則として月１回定期

的に開催するほか、職務の執行が効率的に行われるために、取締役会の下に本部長会を設け事前
審議を行い、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務の執行および施策の実施等について審
議の上、意思決定を行う体制とします。
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⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑴ 当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制
当社は、「関係会社管理規定」に基づき、当社グループ各社の管理を担当する当社の所

管部長を定め、当社グループ各社に対し法令遵守および業務の適正性を確保するため指
導・支援を実施します。
また、当社の内部監査部門が当社グループ各社の監査を実施し、法令や定款、社内規定

への適合性のチェックを行い、その監査状況の報告を行います。

⑵ 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「関係会社管理規定」に基づき、定期的に当社グループ各社からその経営およ

び運営状況に関する報告を受け当社グループの状況の把握を行い、経営上の重要な事項の
扱いに関しては事前協議を行うことにより、当社グループのリスク管理の体制を構築しま
す。
また、グループ各社にコンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス委員会が当社

グループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制を整備します。

⑶ 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「企業理念」を当社および当社グループの共通理念とし、さらに当社グループ

に当社の経営方針・経営計画を周知徹底することにより、グループ全体の価値観や戦略を
共有します。
また、グループ各社の自主性を尊重し、当社の意思が極端に影響を及ぼさないことを基

本としつつ、状況に応じグループ各社の指導・支援を行う体制を構築します。

⑷ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ各社の管理を担当する当社の所管部長は、「関係会社管理規定」に基づき

グループ各社の経営および運営状況を定期的に確認し、その結果の報告を行うこととし、
当社はこれらの報告等を通じ当社グループの執行状況を把握します。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびにその独立性
および指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、その職務の補助のため内部監査部門の職員に監査業務事項を命令することが

できるものとし、監査等委員会よりその職務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）および内部監査部門の指揮命令を受けないものとしま
す。

⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）、使用人が監査等委員会に報告するための体制お
よび当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社
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の監査等委員会に報告をするための体制ならびにその報告をした者が当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会等の重要な会議において、随

時その担当する業務の執行状況の報告を行います。
取締役または使用人は監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社および当社グループに重

大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状
況および内容、その他監査等委員会と協議のうえ報告事項として定めた事項を速やかに報告する
体制を整備します。
また、当社の内部監査部門と監査等委員会は定期的な会合の場を設け、その場においても当社

グループの内部監査実施状況について監査等委員会が報告を受け、また、当社グループ全体のコ
ンプライアンスを統括するコンプライアンス委員会の下部組織として定期的に開催されるコンプ
ライアンス協議会の内容は監査等委員会に通知される体制とします。
内部的な報告または通報等をした者に対しては、その行為を理由としたいかなる不利益を受け

ず、通報者等の職場環境が悪化することのないように適切な処置を行い、通報等に関わる個人情
報保護を適正に扱うものとし、コンプライアンス経営の強化に資する体制を整備します。

⑧ 監査費用の前払または償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
緊急時における監査費用については、前払および償還の手続きが速やかに出来るものとし、ま

た監査等委員会が定めた監査の方針および計画に基づき、監査等委員がその職務の執行のために
必要となる費用等の扱いに関しては、予算措置を講じ、より実効的な監査が行われる体制を整備
します。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役との間の定期的な意見交換の機会を設定します。
また、監査等委員は重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため、取締役会その

他重要な会議に出席することができる他、主要な稟議書およびその他業務執行に関する重要な文
書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるものとします。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断について
「役職員行動規範」に規定し、これを基本方針とします。
反社会的勢力による不当要求の発生や反社会的勢力との取引関係が発覚した場合には、警察、

顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し、有事の際の協力体制を構築します。

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループの財務の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を

定め、有効かつ効率的な財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価を行うものとします。
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６ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度の「内部統制システム整備の基本方針」に基づく運用状況の概要は以下のとおりであ

ります。
① 取締役会は当事業年度に17回開催し、法令や定款で定められた事項や経営に関する重要事項
の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行いました。このほか、取締役会の下に設置
された本部長会を毎週１回開催し取締役会への上程事項の事前審議を行い、また、取締役会
から委譲された権限の範囲内で業務執行に係る方針等の決定を行いました。

② コンプライアンス体制の整備として、「東京産業役職員行動規範」を制定し、全ての役職員
に周知徹底するとともに、コンプライアンス委員会の活動や監査室による内部監査を通じ法
令、定款および社内規則等に違反する行為の未然防止に努めております。なお、2021年度
における「東京産業役職員行動規範」の実践状況についてレビューを行い、取締役会におい
てその状況について確認を行いました。
また、更なるコンプライアンス体制の強化を図るため2022年３月28日の取締役会において
2022年４月以降に適用する「役職員行動規範」の一部改定を行いました。

③ 「関係会社管理規定」に定めた報告事項に従い、必要に応じてグループ各社から報告を受け、
経営上の重要な事項等については事前協議を行う等、グループ各社の指導および支援を行っ
ております。

④ 監査等委員会は、取締役会への出席のほか常勤監査等委員による本部長会への出席等重要な
会議への出席を行っております。また、監査計画に基づく各部門の監査を通じた社員との対
話や、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査部門との間で定期的な情報交換を行ってお
ります。
また、監査等委員会は原則毎月１回開催しており、監査に関する重要な事項の報告、協議、
決議を行っております。

⑤ 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための基本方針として定めた「財務報告に係る
内部統制の整備・運用および評価の基本方針」に基づき、監査室が会計監査人と連携し、そ
の内部統制の整備、運用状況に対する有効性の評価を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 62,262 流 動 負 債 54,685
現 金 及 び 預 金 8,481 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 9,057
受 取 手 形 465 受 託 販 売 未 払 金 7,229
電 子 記 録 債 権 1,571 短 期 借 入 金 9,901
売 掛 金 16,899 リ ー ス 債 務 52
契 約 資 産 1,702 未 払 金 538
有 価 証 券 200 未 払 法 人 税 等 333
商 品 921 契 約 負 債 23,417
仕 掛 品 6,000 賞 与 引 当 金 363
前 渡 金 21,143 役 員 賞 与 引 当 金 50
未 収 入 金 54 そ の 他 3,740
そ の 他 4,835 固 定 負 債 6,707
貸 倒 引 当 金 △13 長 期 借 入 金 4,289
固 定 資 産 25,999 リ ー ス 債 務 509
有 形 固 定 資 産 10,663 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 20
建 物 117 従 業 員 株 式 給 付 引 当 金 26
機 械 及 び 装 置 100 役 員 株 式 給 付 引 当 金 84
土 地 11 退 職 給 付 に 係 る 負 債 14
リ ー ス 資 産 5 資 産 除 去 債 務 413
太 陽 光 発 電 用 資 産 8,033 繰 延 税 金 負 債 1,300
建 設 仮 勘 定 1,620 そ の 他 49
そ の 他 775 負 債 合 計 61,393
無 形 固 定 資 産 27 （純 資 産 の 部）
リ ー ス 資 産 1 株 主 資 本 24,784
そ の 他 26 資 本 金 3,443
投 資 そ の 他 の 資 産 15,308 資 本 剰 余 金 2,832
投 資 有 価 証 券 5,458 利 益 剰 余 金 20,003
長 期 貸 付 金 1,049 自 己 株 式 △1,493
長 期 未 収 入 金 4,565 その他の包括利益累計額 2,083
退 職 給 付 に 係 る 資 産 1,623 その他有価証券評価差額金 1,686
繰 延 税 金 資 産 29 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 218
そ の 他 2,639 為 替 換 算 調 整 勘 定 65
貸 倒 引 当 金 △56 退職給付に係る調整累計額 112

純 資 産 合 計 26,868
資 産 合 計 88,261 負 債 ・ 純 資 産 合 計 88,261
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連 結 損 益 計 算 書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 58,872
売 上 原 価 50,772
売 上 総 利 益 8,099
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,665
営 業 利 益 2,434

営 業 外 収 益
受 取 利 息 18
受 取 配 当 金 395
受 取 地 代 家 賃 67
為 替 差 益 76
そ の 他 86 645

営 業 外 費 用
支 払 利 息 224
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 49
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 74
支 払 手 数 料 94
そ の 他 11 453
経 常 利 益 2,625

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 473 473

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 23
不 正 関 連 損 失 808
そ の 他 1 833

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,265
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 812
法 人 税 等 調 整 額 233 1,046
当 期 純 利 益 1,219
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,219
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連結株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,443 2,831 19,990 △500 25,764
誤謬の訂正による累積的影響額 △638 △638
遡 及処理後当期首残高 3,443 2,831 19,352 △500 25,126
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △741 △741
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,219 1,219

自 己 株 式 の 取 得 △1,000 △1,000
自 己 株 式 の 処 分 0 6 7
連 結 範 囲 の 変 動 173 173
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 － 0 651 △993 △341
当 期 末 残 高 3,443 2,832 20,003 △1,493 24,784

その他の包括利益累計額
純資産合計その他

有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益累計額

合計
当 期 首 残 高 1,592 85 △11 174 1,841 27,606
誤謬の訂正による累積的影響額 △638
遡 及処理後当期首残高 1,592 85 △11 174 1,841 26,968
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △741
親 会 社 株 主 に
帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,219

自 己 株 式 の 取 得 △1,000
自 己 株 式 の 処 分 7
連 結 範 囲 の 変 動 173
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 ) 93 133 77 △62 241 241

当 期 変 動 額 合 計 93 133 77 △62 241 △99
当 期 末 残 高 1,686 218 65 112 2,083 26,868
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 60,380 流 動 負 債 53,699
現 金 及 び 預 金 7,929 支 払 手 形 647
受 取 手 形 465 電 子 記 録 債 務 1,007
電 子 記 録 債 権 1,571 買 掛 金 7,052
売 掛 金 16,187 受 託 販 売 未 払 金 7,229
契 約 資 産 1,702 営 業 未 払 金 23
有 価 証 券 200 短 期 借 入 金 9,901
商 品 857 リ ー ス 債 務 52
仕 掛 品 6,000 未 払 金 471
前 渡 金 20,612 未 払 法 人 税 等 196
前 払 費 用 420 未 払 費 用 82
未 収 入 金 40 契 約 負 債 23,060
そ の 他 4,407 預 り 金 28
貸 倒 引 当 金 △13 賞 与 引 当 金 363
固 定 資 産 26,178 役 員 賞 与 引 当 金 50
有 形 固 定 資 産 9,067 そ の 他 3,532
建 物 117 固 定 負 債 6,597
機 械 及 び 装 置 100 長 期 借 入 金 4,289
工 具、 器 具 及 び 備 品 772 リ ー ス 債 務 509
土 地 11 退 職 給 付 引 当 金 14
リ ー ス 資 産 5 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 20
太 陽 光 発 電 用 資 産 8,033 従 業 員 株 式 給 付 引 当 金 26
建 設 仮 勘 定 27 役 員 株 式 給 付 引 当 金 84
無 形 固 定 資 産 27 繰 延 税 金 負 債 1,190
ソ フ ト ウ ェ ア 23 資 産 除 去 債 務 413
リ ー ス 資 産 1 そ の 他 49
そ の 他 2 負 債 合 計 60,297
投 資 そ の 他 の 資 産 17,082 （純 資 産 の 部）
投 資 有 価 証 券 4,983 株 主 資 本 24,356
関 係 会 社 株 式 474 資 本 金 3,443
その他の関係会社有価証券 1,611 資 本 剰 余 金 2,832
関 係 会 社 出 資 金 807 資 本 準 備 金 2,655
出 資 金 149 そ の 他 資 本 剰 余 金 176
長 期 貸 付 金 1,049 利 益 剰 余 金 19,575
長 期 未 収 入 金 4,565 利 益 準 備 金 385
長 期 前 払 費 用 1,505 そ の 他 利 益 剰 余 金 19,189
前 払 年 金 費 用 1,461 別 途 積 立 金 7,113
そ の 他 530 特 別 償 却 準 備 金 2
貸 倒 引 当 金 △56 繰 越 利 益 剰 余 金 12,073

自 己 株 式 △1,493
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,905
その他有価証券評価差額金 1,686
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 218
純 資 産 合 計 26,261

資 産 合 計 86,559 負 債 ・ 純 資 産 合 計 86,559
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損 益 計 算 書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 54,535
売 上 原 価 46,961
売 上 総 利 益 7,574
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,274
営 業 利 益 2,299

営 業 外 収 益
受 取 利 息 9
有 価 証 券 利 息 5
受 取 配 当 金 419
受 取 地 代 家 賃 67
為 替 差 益 92
補 助 金 収 入 22
そ の 他 53 670

営 業 外 費 用
支 払 利 息 222
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 49
支 払 手 数 料 94
そ の 他 14 380
経 常 利 益 2,590

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 473
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 83 556

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 23
不 正 関 連 損 失 808
そ の 他 1 833

税 引 前 当 期 純 利 益 2,313
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 736
法 人 税 等 調 整 額 246 983
当 期 純 利 益 1,329

2022年08月22日 17時04分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 29 ―

株主資本等変動計算書

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金
資本剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

当 期 首 残 高 3,443 2,655 175 2,831
誤謬の訂正による累積的影響額
遡及処理後当期首残高 3,443 2,655 175 2,831
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 －
当 期 純 利 益 －
特別償却準備金の取崩 －
自 己 株 式 の 取 得 －
自 己 株 式 の 処 分 0 0
土地再評価差額金の取崩 －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） －

当 期 変 動 額 合 計 － － 0 0
当 期 末 残 高 3,443 2,655 176 2,832

株 主 資 本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計利 益

準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別 途
積立金

特別償却
準 備 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 385 7,113 5 12,120 19,624 △500 25,398
誤謬の訂正による累積的影響額 △638 △638 △638
遡 及処理後当期首残高 385 7,113 5 11,482 18,986 △500 24,760
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △741 △741 △741
当 期 純 利 益 1,329 1,329 1,329
特別償却準備金の取崩 △2 2 － －
自 己 株 式 の 取 得 － △1,000 △1,000
自 己 株 式 の 処 分 － 6 7
土地再評価差額金の取崩 － －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） － －

当 期 変 動 額 合 計 － － △2 591 588 △993 △404
当 期 末 残 高 385 7,113 2 12,073 19,575 △1,493 24,356
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（単位：百万円）
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 1,592 85 1,678 27,076
誤謬の訂正による累積的影響額 △638
遡 及処理後当期首残高 1,592 85 1,678 26,438
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － △741
当 期 純 利 益 － 1,329
特別償却準備金の取崩 － －
自 己 株 式 の 取 得 － △1,000
自 己 株 式 の 処 分 － 7
土地再評価差額金の取崩 －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 93 133 227 227

当 期 変 動 額 合 計 93 133 227 △176
当 期 末 残 高 1,686 218 1,905 26,261
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2022年８月10日
東京産業株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 永 井 勝

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東京産業株式会社の2021年４月１日から2022年３月31

日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

東京産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
強調事項
連結注記表の誤謬の訂正に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において、過年度における

誤謬の修正を行い、期首の利益剰余金を修正している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連
結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2022年８月10日
東京産業株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 永 井 勝

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東京産業株式会社の2021年４月１日から2022年

３月31日までの第112期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
個別注記表の誤謬の訂正に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度において、過年度における誤謬

の修正を行い、期首の利益剰余金を修正している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人のはその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第112期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、
WEB会議等のツールも活用しながら、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。
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２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。
なお、事業報告に記載の通り、特定の従業員が取引先複数社との間において実態が伴わ
ない循環取引または架空取引を行っていたことが判明したため、特別調査委員会による事
実関係の調査・検証が行われ、再発防止策の提言がなされました。監査等委員会はリスク
管理体制の強化、内部統制システムのさらなる充実が必要であると考え、特別調査委員会
の提言を踏まえた再発防止策の実施状況を監査・検証してまいります。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年８月10日

東京産業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 須 藤 隆 志 ㊞
監査等委員 小 出 豊 ㊞
監査等委員 福 崎 聖 子 ㊞

（注）監査等委員 小出豊及び福崎聖子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

以 上
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■ 交通のご案内

地下鉄大手町駅

Ｊ Ｒ 東 京 駅

東京メトロ：東西線・丸ノ内線・半蔵門線・千代田線
都営地下鉄：三田線 Ｂ３出口直結／Ａ５出口から　徒歩約３分

丸の内北口から　徒歩約５分

JR東京駅

2022年08月22日 17時04分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）


